相模原市指定難病臨床調査個人票電子化推進事業補助金
作成要領（交付申請、計画変更申請、実績報告及び請求）



申請書類の提出先：sippei-nanbyou@city.sagamihara.kanagawa.jp

・Excelファイルのうち、各シートの黄色のセルが、入力必要箇所です。
・提出するExcelファイルの名称に医療機関名を追加してください。
・書類の押印は不要です。
[bookmark: _Hlk211589402]・メールのタイトルは【臨床調査個人票電子化推進事業補助金提出書類】
としてください。
・補助金の対象期間は、交付決定通知後から令和８年１月３０日までとし、補助対象は、
１月３０日までに支払いが完了しているものとさせていただきます。


１　交付申請について（提出期限：令和７年１１月２８日（金））
・提出書類：令和７年度補助金等交付申請書（Excelファイル、シート４枚）

・各シートの入力箇所（黄色セル）を入力し、ファイル名称の医療機関名を変更して提出
してください。


２　補助事業等計画変更（中止・廃止）申請について（随時）
・計画に変更が生じた場合にご提出ください。
　購入物品の変更や、予算額の変更（予算額１０万円で申請していたが、購入額は９８，
７６０円だった場合など）の際も提出が必要です。

・提出書類：補助事業等計画変更（中止・廃止）申請書（Excelファイル、シート４枚）
・各シートの入力箇所（黄色セル）を入力し、ファイル名称の医療機関名を変更して提出
してください。



３　実績報告について（提出期限：令和８年１月３０日（金））
・提出書類：①補助事業等実績報告書（Excelファイル、シート４枚）
②「領収書」及び「納品書等経費の支出内容が確認できる資料」の写し

～領収書等に関する注意事項～

・ＰＤＦ等データで提出してください。
・５万円以上の領収書の場合は、収入印紙が貼付されていること。
(電子領収書の場合は収入印紙不要。)
・「領収書」は、医療機関宛てであること。
・交付決定通知後から令和８年１月３０日（金）までの領収日であること。
・クレジットカードの利用明細等は領収書の代わりとなりません。



４　交付請求について（提出期限：令和８年２月１３日（金））
・提出書類：①令和７年度補助金等交付請求書（Excelファイル、シート１枚）
　　　　　　②補助金等交付決定通知書の写し(疾病対策課が送付したもの)
　　　　　　③補助金等交付決定変更通知書の写し(疾病対策課が送付したもの)
　　　　　　　※予算額や計画に変更があった場合のみ
④補助金等の額確定通知書の写し(疾病対策課が送付したもの)


５　仕入控除税額報告書について　
仕入控除税額確定後に報告をお願いいたします。
返還金が生じない場合においても、当該報告書の提出が必要となります。

提出書類
・消費税仕入控除税額報告書

～返還額が発生しない場合～
・積算内訳（返還額がない場合）
　※返還額が発生しない理由につきまして、様式に記載されている例１～６を参考にご記載く
ださい。

・確定申告書等の写し
　※消費税法別表第三に掲げる法人で、特定収入割合が５％を超える場合のみ添付


～返還額が発生する場合～
・仕入控除税額の積算内訳（一括比例配分方式）又は（個別対応方式）
　　※一括比例配分方式or個別対応方式　どちらか該当する方のみ作成をお願いいたします。

・確定申告書等の写し

なお、返還額を算定するにあたっては、貴法人の経理ご担当者様などにもご確認いただき、事務を進めていただきますようお願いいたします。


